
振込先は、法人の場合は法人名義のものを指定してください。また、個
人事業主の場合は事業の用の金融機関口座を指定してください。

職名には「社会保険労務士」「弁護士」等を記入してください。

申請年月日は、制度実施日（改正後規則の施行日）の属する月の翌月か
ら起算して４か月以内の各月月初から15日までの間で、実際に申請する
日付を記入してください。

法人番号は国税庁から通知される13桁の番号です。個人事業主の場合は
記入不要です。

フリガナ、口座名義は通帳等に記載されているとおり記入してくださ
い。

実際に支払った額を記入してください

日本標準産業分類に基づく産業分類（中分類番号）及び業種区分を記入
してください。

内容を確認のうえ、必ずチェックしてください。
チェックが入らない項目がある場合、支給対象となりません

就業規則の改正を行えるのは、社会保険労務士、弁護士又は一部の行政
書士のみです。

実施内容及び対象被保険者数により、該当する欄を塗りつぶしまたは○
をしてください。

２回目の申請の場合は「既受給額」も記入してください。

法人の申請の場合は、登記簿に記載されている役職名を記入して下さ
い。個人事業主の場合は代表と記入してください。

登記簿と異なる場合は、「記載事項補正・補足票」を提出してくださ
い。

令和２年度末までに支給申請を行い、かつ実施内容が70歳未満の制度導
入で受給があった場合(定年が70歳未満、継続雇用年齢が70歳以上の場合
を除く）に限り、２回目の申請が可能です



継続様式第２号（２）

定年及び継続雇用に係る規定等について

(1)　就業規則等で定められていた平成28年10月19日時点及びそれ以降最も高い定年年齢及び希望者全員継続雇用制度の上限年齢

(2)　改正前・改正後の就業規則

3 条 項 (号) 30 条 1 項 (号) 条 項 (号) 条 項 (号) 20 条 項 (号)

3 条 項 (号) 30 条 1 項 (号) 条 項 (号) 条 項 (号) 20 条 項 (号)

3 条 項 (号) 30 条 1 項 (号) 条 項 (号) 30 条 2 項 (号) 20 条 項 (号)

3 条 項 (号) 条 項 (号) 条 項 (号) 条 項 (号) 条 項 (号)

3 条 項 (号) 20 条 項 (号) 条 項 (号) 条 項 (号) 20 条 項 (号)

3 条 項 (号) 20 条 項 (号) 条 項 (号) 条 項 (号) 20 条 項 (号)

3 条 項 (号) 20 条 項 (号) 条 項 (号) 条 項 (号) 20 条 項 (号)

3 条 項 (号) 20 条 項 (号) 20 条 項 (号) 20 条 項 (号) 20 条 項 (号)

3 条 項 (号) 30 条 1 項 (号) 30 条 2 項 (号) 条 項 (号) 20 条 項 (号)

3 条 項 (号) 30 条 1 項 (号) 30 条 2 項 (号) 条 項 (号) 20 条 項 (号)

3 条 項 (号) 30 条 1 項 (号) 30 条 2 項 (号) 条 項 (号) 20 条 項 (号)

条 項 (号) 条 項 (号) 条 項 (号) 条 項 (号) 条 項 (号)

歳 歳

末日歳

労使
協定

賃金締切日
（退職日等が賃金締切日による場合

に記載）

備考

歳 歳

歳

65 歳 歳 末日

末日

６か月前規則 － － 令和4年4月25日 ○
正社員 60 歳

歳 65 歳 歳
改正前規則 － － 令和6年12月25日 ○

正社員 60

62 歳 70 歳
改正後規則 令和7年4月20日 令和7年4月25日 令和7年4月25日

正社員

定年 希望者全員継続雇用
左以外の継続雇用

（会社選別や労使協定基準による継
続雇用）

類型
（プルダウンから選択）

意見聴取日
（本文内日付）

労基署届出日
（受付印の日付）

施行日
補助
様式

適用範囲

末日
定年時規則 令和2年7月20日 令和2年7月25日 令和2年7月25日

パート社員、嘱託社員 60 歳 65

歳 歳 末日

末日

６か月前規則 令和4年4月20日 令和4年4月25日 令和4年4月25日
パート社員、嘱託社員 65 歳

歳 歳 歳
改正前規則 令和6年12月20日 令和6年12月25日 令和6年12月25日

パート社員、嘱託社員 65

70 歳

左以外の継続雇用
（会社選別や労使協定基準による継

続雇用）

労使
協定

賃金締切日
（退職日等が賃金締切日による場合

に記載）

備考

改正後規則 令和7年4月20日 令和7年4月25日 令和7年4月25日
パート社員、嘱託社員 末日歳 歳

規則名 パート社員就業規則

類型
（プルダウンから選択）

意見聴取日
（本文内日付）

労基署届出日
（受付印の日付）

施行日
補助
様式

適用範囲 定年 希望者全員継続雇用

歳 歳歳

64 歳 65 歳
○

末日

末日

６か月前規則 令和3年4月20日 令和3年4月25日 令和3年4月25日
正社員 60 歳

歳 歳 歳
改正前規則 令和6年12月20日 令和6年12月25日 令和6年12月25日

正社員 65

③　H28.10.19～④が施行される
前日までにおける過去最高の希
望者全員継続雇用制度の上限年
齢

65 歳
④　今回改正した希望者全員
　　継続雇用年齢

歳

左以外の継続雇用
（会社選別や労使協定基準による継

続雇用）

労使
協定

賃金締切日
（退職日等が賃金締切日による場合

に記載）

備考類型
（プルダウンから選択）

意見聴取日
（本文内日付）

労基署届出日
（受付印の日付）

施行日
補助
様式

適用範囲 定年

末日歳

①　H28.10.19～②が施行される
前日までにおける過去最高の定
年年齢

60 歳 ②　今回改正した定年年齢 70 歳

規則名 正社員就業規則

希望者全員継続雇用

歳70 歳
改正後規則 令和7年4月20日 令和7年4月25日 令和7年4月25日

正社員

本則の例

付属規程の例

常態として使用する労働者が10人未満の例

改正後規則…定年引上げ等を実施した規則
改正前規則…当該改正の直前に適用されていた規則
６か月前規則…それ以外の支給申請日から起算して６か月前の日以降
に適用されていた規則
定年時規則…上記とは別の規則により対象被保険者が定年を迎えてい
る場合

上から施行日が新しい順に記入してください。

定年後継続雇用（再雇用）制度において、選別基準がなく労働者が希
望すれば継続雇用される制度の継続雇用上限年齢及びそのことを規定
した条項を記入してください。

労使協定に基づく継続雇用規定が定められている場合は平成25年３月
31日までに締結した労使協定書を併せて提出してください。

＜対象被保険者が定年後の継続雇用者となる場合＞
対象被保険者が定年時に適用していた就業規則が改正後規則の施行日
から起算して６か月前の日時点に施行されていた規則に含まれない場
合は、当該規則も提出してください。

対象被保険者の定年退職日が賃金締切日であり、賃金規程を別に定め
ている場合は、賃金規程も併せて提出してください。

改正後規則施行日前日時点で労働者の数が常態として10人未満の事業
場において、改正前規則と６か月前規則を労働基準監督署に届け出て
いない場合は補助様式「旧就業規則に関する申立書」を添付のうえ、
「○」を記入してください。

※補助様式には改正後規則の施行日から起算して６か月前の日から改
正後規則の施行日前日までに施行されていた規則について全て記入し
てください。
（例）
・改正後規則の施行日：R7.4.25
・改正後規則の施行前日：R7.4.24
・改正後規則の施行日から起算して６か月：R6.10.26～R7.4.25
・改正後規則の施行日から起算して６か月前の日：R6.10.26
→上記の間に施行されていた規則（R6.12.25施行分、R4.4.25施行分）
について記入。



定年引上げ等の制度を実施した就業規則の定年年齢を記入してください。定年廃止の場合は「99」
を記入してください。

改正後就業規則または雇用契約書等の書面で規定している場合はチェックをしてください。

採用時は有期であったが改正前就業規則に規定する定年前に無期に転換した場合はチェックをし
て、無期転換日を右欄に記入してください。

定年の規定が「定年年齢に達した日の属する賃金締切日（20日〆）に退職」の場合の例
併せて、賃金締切日確認のため、定年時に適用していた賃金規程の全文の写しを提出してくださ
い。

「⑩定年時に適用していた就業規則」に規定されている定年年齢を記入してください。

正社員、無期パート等、就業規則上に規定されている雇用形態を記入してください。

正社員、無期パート等、就業規則上に規定されている雇用形態を記入してください。

定年を廃止した場合は記入不要です。

採用時から無期の場合はチェックをしてください。

必ず対象被保険者全員に記載内容の確認を行った上でチェックを入れてください。

＜定年前の労働者の区分について＞

原則、申請日前日時点で改正前就業規則に規定する定年年齢を超えているか否かで区分します。

改正前：定年62歳 希望者全員継続雇用65歳 改正後：定年70歳

例 対象被保険者（申請日前日の年齢）：61歳

＜定年後の継続雇用者の区分について＞

原則、申請日前日時点で改正前就業規則に規定する定年年齢を超えているか否かで区分します。

改正前：定年62歳 希望者全員継続雇用65歳 改正後：定年70歳

対象保険者（申請日前日の年齢）：64歳



（65歳超雇用推進助成金）

すべての事業所について、雇用保険適用事業所番号及び労働保険番号を記載してください。

90 名

千葉事務所 千葉県千葉市稲毛区○○4-5-6 20 名

札幌事務所 北海道札幌市西区○○7-8-9 30 名

計 （雇用保険適用事業所番号数） 個 140 名 （労働保険番号数） 個

90 名

千葉事務所 千葉県千葉市稲毛区○○4-5-6 20 名

札幌事務所 北海道札幌市西区○○7-8-9 30 名

計 （雇用保険適用事業所番号数） 個 140 名 （労働保険番号数） 個

備
考

留意事項

1 原則として、当該様式に記載の一の事業所を一の事業場とみなします。

なお、一の事業場という程度の独立性がないため、一括して一の事業場として取り扱う事業所がある場合は継続様式第2号別紙「記載事項補正・補足票」の４欄にその旨ご説明ください。

2 「当該事業所に常態として使用される労働者」とは、職業の種類を問わず、事業所に使用される者で賃金を支払われる者をいいます（雇用保険被保険者の人数ではありません）。

3 すべての事業所において雇用保険適用事業所番号及び労働保険番号が1個しかない場合でも提出が必要です。

2 2

雇用保険適用事業所番号 事 業 所 名 所 在 地
当該事業所に常態とし
て使用される労働者数 労 働 保 険 番 号

２ 1234-567890-1 12345678901-234

３ 9012-345678-9 90123456789-012

１ 1234-567890-1 本社 千葉県千葉市美浜区○○1-2-3 12345678901-234

3 3

３ 9012-345678-9 90123456789-012

１ 1234-567890-1 本社 千葉県千葉市美浜区○○1-2-3 12345678901-234

２ 0123-456789-0 01234567890-123

雇用保険適用事業所番号 事 業 所 名 所 在 地
当該事業所に常態とし
て使用される労働者数 労 働 保 険 番 号

継続様式第２号（４）

雇　用　保　険　適　用　事　業　所　等　一　覧　表

事業主名称

事業所が3か所あるが、雇用保険適用事業所番号及び労働保険番号が同一の事業所がある場合の例

この例では、本社と千葉事務所の雇用保険適用事業所番号及び労働保険番号が同一、

札幌事務所のみ雇用保険適用事業所番号及び労働保険番号が異なる

事業所が3か所あり、すべての事業所で雇用保険適用事業所番号及び労働保険番号が異なる場合の例

事業場の定義
工場、事務所、店舗等の一定の場所において、相関連する組織のもとに継続的に行われる作業の一体をいう。よって、
同一の場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とする。しか
し、同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門は別個の事業場としてとらえるも
のとする。また、場所的に分散しているものであっても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連、事務能力
等を勘案して一の事業場という程度の独立性がないものについては直近上位の機構と一括して一の事業場として取り扱
うものとする（昭和47年９ 月18 日発基第91号労働事務次官通達第２の３ より一部抜粋）。　※ 労働基準法では、事業場
ごとに就業規則の作成、届出が義務とされている。

事業所ごとに、適用される労働保険番号を記入してください。
農林漁業・建設業等の二元適用事業においても、別個に有するすべての労働保険番号を記入してください。

職業の種類を問わず、常態として使用され、賃金を支払われる労働者の数を記入してください。
雇用保険被保険者数ではありませんのでご注意ください。

直接入力してください。

事業所ごとに、適用される雇用保険適用事業所番号を記入してください。11桁の番号を入力してください（ハイフ
ンは自動で入ります）。

事業所ごとに、適用される労働保険番号を記入してください。
農林漁業・建設業等の二元適用事業においても、別個に有するすべての労働保険番号を記入してください。

職業の種類を問わず、常態として使用され、賃金を支払われる労働者の数を記入してください。
雇用保険被保険者数ではありませんのでご注意ください。

直接入力してください。

事業所ごとに、適用される雇用保険適用事業所番号を記入してください。11桁の番号を入力してください（ハイフ
ンは自動で入ります）。



継続様式第２号(６)

高年齢者の雇用管理に関する措置内容

(1) 雇用管理措置
　　　高年齢者の雇用管理に関する措置内容について、実施した措置の内容及び実施方法に〇を記入してください。（複数選択可）

　　55歳以上の措置対象者（その他で実施した場合のみ記入してください）

　　※名簿等による資料の提出でも可

(2)添付確認資料

2  ｇ 勤務時間制度の弾力化
60歳以上の労働者を対象に1～3時間の範囲で勤務時間を短縮できる制度
を新設

○ 嘱託社員就業規則

1  ｃ 健康管理、安全衛生の配慮 60歳以上の労働者を対象に歯周病検診を実施

335

措置の種類　（プルダウンより選択） 概要（対象者の年齢、措置の具体的内容等）
実施方法

規則等 規則名 条項(号)番号 その他 導入（実施）時期

項
（号） 令和7年4月25日

条
項

（号） ○ 令和7年4月30日

条

条

項
（号）

対象者氏名 年齢 対象者氏名 年齢 対象者氏名

3

年齢 対象者氏名 年齢 対象者氏名 年齢

上総　玲子 64

チェック

ａ職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等

規則等 ・就業規則又は社内規程等

その他
・参加者名簿（実施日、対象者、年齢が明記されているもの）
・実施内容が確認できる書類（研修のレジュメ等）

措置の種類 確認資料（写しを提出）

千葉　大 62

ｂ作業施設・方法の改善 その他
・納品書、領収書、工事完了報告書のいずれか
・導入内容が確認できる資料（写真、カタログ等）

ｃ健康管理、安全衛生の配慮

規則等 ・就業規則又は社内規程等

その他
・受診者名簿（実施日、対象者、年齢が明記されているもの）
・受診機関の領収書等（事業主が費用を負担したことが確認できる書類）
・（講習の場合）参加者名簿及び実施内容が確認できる書類

ｆ賃金体系の見直し 規則等 ・就業規則又は社内規程等

ｇ勤務時間制度の弾力化 規則等 ・就業規則又は社内規程等 ○

ｅ知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
規則等 ・就業規則又は社内規程等

その他 ・新旧の組織図、就労配置図又は専門職に就任したことが確認できる書類（辞令等）

○

ｄ職域の拡大
規則等 ・就業規則又は社内規程等

その他 ・新旧の組織図又は就労配置図

その他の場合は「その他」の欄に「○」を記入してください。
「その他」による実施の場合は、「５５歳以上の措置対象者」欄を記入してく
ださい。

規則等による実施の場合は、規則名、条項(号)番号を記入してください。

実施方法が規則等の場合「規則等」の欄に「○」を記入してください。

・高年齢者に適用した措置であること、措置を実施する目的、効果等がわかる
ように具体的に記入してください。
・勤務時間の弾力化の場合は具体的な短縮時間を記入してください。
・55歳未満の方が含まれる場合は措置の対象となりません。

措置を規定した規則の施行日、または措置を実施した日を記入してください。

措置の種類、実施方法に応じた確認資料を用意の上、チェック欄に「○」
を記入してください。



労働者代表に確認の上、チェックをい
れてください。

補正等の事項に該当する対象被保険者
の氏名を記入してください。

審査の結果照会を受けた事項のみ記入
してください。



補助様式

（65歳超継続雇用促進コース）

事業場名

※欄が足りない場合は追加してください

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長　殿

　　上記の内容に相違がないことを労働者全員に確認しました。

申請事業主 名称 ：

代表者職名 ：

代表者氏名 ：

※労働者全員の氏名を記載してください。

労働者代表氏名 ： 千葉　大

労働者氏名 ： 労働者氏名 ：

労働者氏名 ： 労働者氏名 ：

労働者氏名 ： 労働者氏名 ：

労働者氏名 ： 労働者氏名 ：

秋田　三広

東　京子

福井　和

株式会社若葉

代表取締役

高障　太郎

25

令和 7 4 30

4パートタイマー就業規則 施行日 令和 3

12 25

周知方法
雇入時に配布・説明を行い、改正時に全従業員に配布している。また、事務所内の掲示板に掲示してい
る。

周知方法
雇入時に配布・説明を行い、改正時に全従業員に配布している。また、事務所内の掲示板に掲示してい
る。

規則名 賃金規程 施行日 令和 3 4 25

周知方法
雇入時に配布・説明を行い、改正時に全従業員に配布している。また、事務所内の掲示板に掲示してい
る。

規則名

旧就業規則に関する申立書

〔改正後就業規則の施行日の前日時点で労働者が常態として10人未満の事業場であって改正前就業規則等を労働基準監督署に届け出ていない場合〕

幕張事務所

　当社の制度実施6か月前就業規則等(※)については改正後就業規則の施行日の前日時点で労働者が常態として10人未満の事業場で
あったため労働基準監督署に届け出ておりません。
　当該規則等の施行日及び周知方法について、下記のとおり実施していることを申し立てます。
　※改正後就業規則の施行日から起算して6か月前の日から改正後就業規則の施行日の前日までの期間における就業規則等

記

規則名 正社員就業規則 施行日 令和 4

制度実施6か月前就業規則等の施行日、周知方法につ

いて具体的に記入してください

（改正後規則の施行日から起算して6か月前の日から改

正後規則の施行日前日までに施行されていた規則につ

いて全て記載してください）

事業場名に記載した事業場の労

働者代表及び労働者全員の氏

名を記載してください


